
＜費用総額及び費用項目＞

＜主な事業収入の内訳（【13】企業調査票）＞
・売上品目数が20品目を超える可能性があることを踏まえ、試験調査の調査票では30品目まで拡大する。

※試験調査における回答品目数を踏まえ、改めて本調査の品目数を検討

＜自家用車の保有台数＞
・産業連関表の自家輸送部門の推計に活用していることを踏まえ、試験調査では引き続き把握する。
・一方、本調査以外の標本調査等での対応可能性について、引き続き確認を行う。

＜電子商取引の有無及び割合＞＜特定サービス業における取扱件数、入場者数、利用者数等＞
・経済構造実態調査に係る統計委員会の答申において、これらの調査事項について抜本的な見直しや再検討を求めら
れていることを踏まえ、試験調査の調査事項に含めない。
・本調査事項の取扱いについて、試験調査と並行して検討を進める。

調査事項及び調査票修正案について 資料２
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調査事項 検討の方向性
費用総額 継続

うち売上原価 継続
※代替資料の活用可能性等について、関係府省との調整を続け、本調査の企画までに結論を得る。

主
な
費
用
項
目

給与総額 継続
福利厚生費 継続

※代替資料の活用可能性等について、関係府省との調整を続け、本調査の企画までに結論を得る。動産・不動産賃借料
減価償却費 廃止（産業連関表による利活用実績なし）
租税公課 継続
外注費 廃止（報告者負担を考慮）
支払利息等 廃止（産業連関表による利活用実績なし）



調査事項及び調査票修正案について

○調査票の構成 ※調査票は別添参照

2

Ａ 農業、林業

Ｂ 漁業

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 3
単独事業所調査票（鉱業、採石業、
砂利採取業）

16
事業所調査票（鉱業、採石業、砂利
採取業）

Ｅ 製造業 4 単独事業所調査票（製造業） 17 事業所調査票（製造業）

Ｉ 卸売業、小売業 5
単独事業所調査票（卸売業、小売
業）

18 事業所調査票（卸売業、小売業）

Ｄ 建設業

Ｋ 不動産業、物品賃貸業

M2 飲食サービス業 7
単独事業所調査票（飲食サービス
業）

Ｐ 医療、福祉 8 単独事業所調査票（医療、福祉）

F 電気・ガス・熱供給・水道業

Ｈ 運輸業、郵便業

Ｊ 金融業、保険業

Ｍ１ 宿泊業

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業

Ｏ 教育、学習支援業

Ｇ 情報通信業

Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業

Ｑ 複合サービス事業

Ｒ２ サービス業（政治団体、宗教を除く）

Ｒ１ サービス業（政治団体、宗教） 12 14 団体調査票 20 事業所調査票（政治団体、宗教）

新設
用

産業共通、本・支共通 1

Ｍ１　中分類「７５ 宿泊業」

Ｍ２　中分類「７６ 飲食店」、「７７ 持ち帰り・配達飲食サービス業」

Ｒ１　小分類「９３４ 政治団体」、中分類「９４ 宗教」

Ｒ２　中分類「８８ 廃棄物処理業」、「８９ 自動車整備業」、「９０ 機械等修理業」、 「９１ 職業紹介・労働者派遣業」、「９２ その他の事業サービス業」、「９５ その他のサービス業」

　　　小分類「９３１ 経済団体」、「９３２ 労働団体」、「９３３ 学術・文化団体」、「９３９ 他に分類されない非営利的団体」

事業所法人企業

直轄調査
産業分類 単独事業所調査票

法人以外 法人

調査員調査

単独事業所調査票（政治団体、宗教）

産業共通調査票（仮称）

2
単独事業所調査票（農業、林業、漁
業）

6
単独事業所調査票（建設業、不動産
業、物品賃貸業）

9産業共通調査票（仮称）1

事業所調査票（農業、林業、漁業）

単独事業所調査票（サービス関連産
業Ａ）

11
単独事業所調査票（サービス関連産
業Ｃ）

10
単独事業所調査票（サービス関連産
業Ｂ）

15

企業調査票13

事業所調査票（建設業、サービス業）19


